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東京都基礎自治体における青少年教育施設設置状況の推移 

大山宏†

†
東京大学大学院教育学研究科 

本論文は，東京都教育庁が実施した青少年教育施設設置数に関する調査の結果を用い，東京都基礎自

治体における青少年教育施設設置数の推移について検討することを目的とする。これまで東京都の青少

年教育施設に関しては，1970 年代までを主な対象とし，施設が設置される経緯に言及されることが多

かった。一方で，青少年教育施設の設置状況の動向について，1980 年代以降の実態を明らかにしてき

たものはほとんどなかったと言える。そこで本論文では，施設設置数の減少の経緯にも着目し，現代に

いたるまでの設置状況の推移を明らかにしている。  
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1 はじめに 

 青少年教育施設は社会教育施設の一種であり，

青年期教育の観点からだけでなく，社会教育全般

にとって大きな役割を果たしてきたとされる。例

えば上野は“今日，青少年教育施設を取り巻く状

況は厳しく，また青少年教育施設の独自の役割を

解明することは容易なことではない”1としつつ

も，青少年教育施設を通して学校教育制度を含め

た青少年教育全体を見直していくことや，青少年

教育施設の地域社会教育施設としての役割を再

検討することの必要性に言及しているが，これは

青少年教育施設のあり方を巡って，社会教育の課

題が現出してくるのではないかと考えられてい

るためである。 
 しかし，上野は“青少年教育施設の独自の役割

を解明することは容易なことではない”とも言及

しているが、その一つの要因として青少年教育施

設という制度や用語の使われ方の不明瞭さがあ

げられるのではないだろうか。実際に上野は青少

年教育施設について“その実態は自治体ごとに多

様であり，また青少年教育施設にかかわる基本構

想・計画など明らかではない”2と論じている。

これまで，青少年教育施設とは具体的にどういっ

た施設の事を指す言葉であり，それらが実際にど

のような役割を果たしてきたかについては，しっ

かりとした検討が為されてきたとは言い難い状
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態にあり，その根幹には明確な基準を持たないと

いう，青少年教育施設の制度的な脆弱さがあると

考えられる。また，この脆弱さを前提としつつ，

青少年教育施設という用語が登場した当初から，

教育委員会が所管する施設だけでなく，当時の運

輸省や労働省，厚生省の補助金を用いて首長部局

が所管する施設も多数設けられていたように，施

設のあり方が多様化していたことも，青少年教育

施設の実態を捉えにくくしている大きな要因だ

と言える。上野が指摘する青少年教育施設の実態

の多様さは、こうした背景を受けて生じているも

のだと考えられる。 
 一方で，青少年教育施設を対象とした調査や研

究は少なくない。特に東京都においては，他の道

府県に比して公民館の設置が進まなかったとい

う背景もあり，社会教育行政の中で青少年教育施

設が果たした役割は大きいとされ，東京都教育庁

をはじめ様々な組織・団体による調査が行われて

きた。中でも特別区では多くの区で青年館が設置

され，都市空間の中における青年の活動場所を提

供する等，特徴的な動きが見られており，これら

を対象とした様々な調査等が行われている。 
小林は東京の社会教育行政の歴史的動向をま

とめながら，こうした東京独自の青少年教育施設

を巡る動きについて“東京都心部全域にはじめて

都市型の地域社会教育施設が計画化されたとい

う意味で注目される”3と論じているが，これは

上野が言う青少年教育施設の地域社会教育施設

としての役割への注目と重なる観点であると考

えられる。さらに言えば，東京で青少年教育施設

が求められた背景には，青年の流入と孤立といっ

た都市空間に特徴的な課題があり，それまで農村

的な地域性を背景としてきた社会教育施設とは

異なる位置づけ方が必要となってきていたこと

がうかがえる。“日本の大都市、変貌きわまりな

い現代都市にとって、社会教育とはいかなる存在

であったのか”4という小林の課題提起にもある

ように，都市空間という地域で，人々が新しい生

活様式を獲得し，生産に関わる共同体への参画に

よるものとは異なる社会との結びつき方が求め

られるようになる中で，改めて社会教育の役割が

問われていたのがこの時期であったのであろう。

また，まさにそうした新しい生活様式を内面化し

ようとしていた青年において課題が表面化し，青

少年教育施設という形式で地域社会教育施設の

設置が進められたのではないかとも考えられる

のである。 
しかし，これらの調査を基に，東京都の青少年

教育施設がどのように発展していったのか，その

概要を取りまとめたものはほとんど存在してい

ないのが現状であり，青少年教育施設の意義や役

割を検討する基盤となる，施設の設置状況等につ

いての検討が進められていない。様々な事例とし

て，個々の施設の設立過程や運営の様子，さらに

は閉館に至るまでの記録は残されていることも

あり，それらはそれぞれの地域の文脈の中で人々

がどのように青少年教育施設を捉えていたのか

を知るための貴重な資料となっている。しかし，

個々の事例が全体的な社会の動きの中でどのよ

うに位置づくのか，言い換えればその事例から何

を一般化して論じることができるのかが不明瞭

であるため，各事例の記録も地域的な文脈の中に

回収されてしまい，そこから広く何かを論じるこ

とが難しくなってしまっているのではないだろ

うか。 
都市空間における新しい社会教育の役割を考

察するためには，本来は施設の設置状況に限定さ

れない社会教育行政全体の動向や，民間の様々な

活動の内実にも目を向けていく必要がある。しか

し，青少年教育施設が東京の社会教育行政史の特

徴の一つであるにも関わらずその設置状況に関

する検討が進んでおらず，実態の把握が困難であ

ることは，東京という日本を代表する都市空間に

おける個人と社会の結びつきのあり方と，社会教

育の意義を考察する際に，やはり大きな課題とな

っていると言わざるを得ない。本論文ではこうし

た課題意識に基づき，東京都における青少年教育

施設の設置状況の推移について資料を基に概観

するとともに，青少年教育施設を対象とした，東

京都教育庁による調査の記録を取りまとめるこ

とでその設置状況がどのように推移していった

のかを明らかにすることを目的とする。 

2 青少年教育施設設置の経緯 

2.1 国の政策としての青少年教育施設 

 青少年教育施設が制度としてどのように成立

し，発展してきたのかをまとめた宮本によれば，

青少年教育施設が必要とされるようになった背

景には，戦後の青少年の不良化と基地周辺の風紀

問題に対する世論の高まりがあり，それに対する
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対策として青少年団体に目が向けられたことが

あったとされる5。ただし 1950 年代半ばまではキ

ャンプ等の野外活動の促進が中心であり，1955
年に青少年教育施設整備費に対する国庫補助金

の制度が始められてからも，設けられた施設を見

ると青少年宿泊所や青少年野営訓練所をはじめ

とした，野外訓練施設としての性格が強いものが

多かったことがわかる。 
一方で 1950 年代前半には青年学級の改善に関

する文脈で，青年に対する職業技術教育を行う施

設の重要性が議論されていた。この議論の中で要

望として出されていた青少年産業実習訓練施設

としての機能を持たせる形で，1958 年度予算の

青少年教育施設整備に対する予算は，1957 年度

の 20 倍以上へ飛躍的に増額され，同時に名目も

「青年の家」に変更されることとなる。 
ここに至り，青少年教育施設の代表例とされる

「青年の家」という文言が登場し，これによって

青年のための社会教育施設は「青年の家」という

統一名称で呼称されることになるのである。ただ

し，ほぼ同時期に文部省以外の省庁においても青

年の家という名称が使われ始めており，1958 年

度の国の予算案では文部省の他に運輸省の「青年

の家（ユースホステル）」と厚生省の「都市青年

の家（勤労青少年ホーム）」の二つの項目が認め

られる。1959 年に社会教育法の一部改正によっ

て青年の家が社会教育施設として位置づけられ

たことで，それ以後は文部省のみが「青年の家」

という呼称を用いるようになるものの6，用語と

しての「青年の家」の定義は当初から曖昧になっ

ていたことがうかがえる。 
また，こうした文部省所管の青年の家の実態に

ついても，経緯の影響もあってか大きく①野外訓

練施設としての系譜と，②産業実習訓練施設とし

ての系譜の二つに大別されることが指摘されて

いる7。上野はその後の経緯について，1962 年の

中央青少年問題審議会の意見具申によって，青年

の家や勤労青少年ホーム，ユースホステル等の施

設が「健全育成施設」として位置づけられ，青年

の家の基本的性格が変更されたと言及しており8，

青少年の健全育成が施設の目的として掲げられ

るようになっていく。しかし，その後も青年の家

は団体宿泊訓練に用いる宿泊型と，都市空間にお

ける日常生活圏施設である非宿泊型に大別され

ることが慣例となっており9，二つの系譜の影響

は色濃く認められるのである。また，中央青少年

問題審議会の意見具申によって，一度は区分され

た勤労青少年ホームやユースホステルと再度同

列に扱われたことは，社会教育施設の一つである

青少年教育施設としての青年の家の定義が，再度

曖昧になったことを示す出来事だったといえる。 

2.2 東京都における青少年教育施設 

 1958 年度の国による「青年の家」の予算化を

受け，東京都では 1959 年度に「皇太子殿下御結

婚記念事業」として八王子市に青年の家を建設し

た。これは予想以上の利用者数を記録し，その後

も青年の家の建設が進められることとなる。 
 しかし一方で，青年の家は全て郊外に設置され

たため，青年が常時利用できる施設とはなってい

ないことが，都心部の青少年教育関係団体のリー

ダー等から指摘されていた10。これを受け東京都

は，都市青年の活動場所となる「青年館」設置へ

の構想を 1959 年度に出し，予算化していくこと

となる11。これは特別区を対象とし，青少年の集

会，読書，レクリエーション等余暇善用のための

施設の設置に対し，東京都が補助金を支出すると

いうものであり，各区に 1 館ずつ青年館を建設し

ようという計画であった。実際に 1966 年度まで

に，千代田区を除く 22 区に 23 館が設置されてお

り，この計画は一定の成果をあげていたといえる。 
この時，補助対象の要件の中に「青年館用地は、

当該区内の土地であること」という文言が入れら

れており12，また特別区の中では世田谷区の青年

の家等ごく一部を除いて宿泊設備を持たなかっ

たことから，青年館は典型的な非宿泊型の青少年

教育施設として構想されていたことがうかがえ

るであろう。東京都ではこれとほぼ同時期に，全

都的な宿泊型の青少年教育施設として都立青年

の家の整備も進めており，機能を区別したうえで，

より日常的に使用することが想定される非宿泊

型の施設の整備を基礎自治体である特別区に任

せていたと考えられる。 
ただし，こうした青年館設置の意図は，社会教

育の現場にも共有されていたとは言い難く，例え

ば特別区で も早く設置された葛飾青年館に関

連して，当時の社会教育主事は後年“何のために

その青年館をつくるのかというところあたりが

はっきりしないうちにもう設計図ができて、私が

行ったときにはそれができ上がっていました。

（中略）まあつくったのですけれども、いろいろ

もちろん活用されましたが、率直に言うともうち
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ょっと検討してから、各区がやってから設置した

方が良かったのではないかと思っています”と振

り返っている13。これは当初の青年館設置の動き

が，東京都の構想を基に行政の主導で行われたこ

とを示している。 
こうした青年の家や青年館といった青少年教

育施設設置の動きの根底には，国の産業・経済政

策に基づく，全国からの特別区への若年人口の大

量の流入がある。これらの青少年の都市生活への

不適応に対応することが求められ，また折しも

1957 年頃から商店街で週休制が導入され，余暇

善用が社会的関心事となったことで，青少年の活

動場所が求められるようになっていった14。しか

し戦後初期の都教委では社会教育における指導

者の養成が重視される一方，施設設置はほとんど

顧みられず，公民館等の設置率は常に全国 低を

記録し続けていたということもあり，青少年教育

施設の設置は喫緊の課題として位置づけられて

いったのである15。 
東京の社会教育行政において青少年教育施設

が重要であったとされるのは，こうした東京都に

おける低い社会教育施設設置状況を受けてのこ

とである。全国のおよそ 7 割の自治体が公民館を

設置するに至っていた 1952 年度の段階で，都内

で設置された公民館は 16 館に過ぎず，特別区に

限定すればわずかに北区に3館設置されたのみで

あったことからも見てとれるように16，それまで

東京都では社会教育施設の設置は進んでいなか

った。そうした状況にあって青少年教育施設の設

置が進められたことは，その後の社会教育施設設

置の原動力となるものであったのである。実際に，

後年青年館から社会教育会館等に転用された事

例も複数あり，青年館の設置をきっかけとして社

会教育施設の充実が始まったのだと見ることが

できる。 
ただし，青年館設置に対する補助金の支出は特

別区を対象としたものであり，三多摩地区等には

適用されなかったため，特別区とそれ以外では青

少年教育施設・社会教育施設設置の経緯が異なる

事には留意する必要があるだろう。三多摩地区で

は青少年教育施設の設置に対する補助金の制度

が無かったため，青少年教育施設の設置は特別区

以外ではそれほど進んだわけではなく，むしろ後

年になって公民館等の社会教育施設が設置され

ていくことになる。しかし複数の自治体では，青

年館の設置が始まるよりも早い時期に，青年研修

所等の名称で青少年教育施設が設置されており，

青少年教育施設の必要性が認識されていないわ

けではなかった。 

3 青少年教育施設の範囲 

3.1 用語としての青少年教育施設  

 ここまで青少年教育施設の制度的な展開過程

を追ったが，青少年教育施設はその定義が曖昧な

まま今日に至っており，例えば同じ東京都内であ

っても特別区とそれ以外の自治体で違う捉えら

れ方をする可能性があることが示唆された。しか

し，「青少年教育施設」は代表的な社会教育施設

の一つとされ，様々に論じられるとともに，各種

調査の対象とされてきているが，それらはどのよ

うな範囲の施設を「青少年教育施設」と位置づけ

ていたのであろうか。 
 社会教育・生涯学習辞典によれば，青少年教育

施設には“青年の家や少年自然の家といった学校

以外の場で青少年教育を目的とする社会教育施

設を意味する場合と，児童文化センターや勤労青

少年ホーム，都市公園のような施設も含めて，広

く青少年の健全育成に資する教育施設を総称す

る場合とがある”17とされており，青少年教育施

設という用語で表される範囲が明確でないこと

が示されている。このように青少年教育施設の定

義が統一されていないのは，先述のような歴史的

な展開過程の影響の他に，代表的な社会教育施設

である公民館・図書館・博物館等がそれぞれ個別

法で規定されているのに対し，青少年教育施設は

個別法の規定が無いためであると考えられる。実

際に青少年教育施設を対象とした調査等でも，何

をもって青少年教育施設と規定するかが統一さ

れていない状況となっている。 
 「青少年教育施設」という用語の不明瞭さにつ

いて言及した先行研究としては，青山によるもの

があげられる18。青山は，①文部科学省の「社会

教育調査」，②内閣府の発行している『青少年白

書』，③独立行政法人国立青少年教育振興機構の

提供している「青少年活動場所ガイド」，④社団

法人全国青少年教育施設協議会の加盟施設を取

り上げ，それぞれがどのような施設を対象として

いるのかについて分析を行っている。 
 その結果によると，各調査等で「青少年教育施

設」として扱われている施設の範囲は異なってい
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ることが確認され，“〈青少年教育施設〉について

議論する際，施設の実態が多様であることを前提

とし，それぞれの概念が曖昧であることを自覚し

ながら，状況に応じて〈青少年教育施設〉を捉え

返していくことが現実的”19であると結論付けら

れている。これは青少年教育施設という用語を用

いる度に，そこで論じている「青少年教育施設」

の範囲を確認する必要があることを示すもので

ある。したがって，青少年教育施設に関する各種

調査等の結果に触れる際には，まずそこで問われ

ている青少年教育施設の範囲を確認する必要が

あるのである。 

3.2 東京都教育庁による調査の対象 

 東京都の各自治体を対象とした調査で， も継

続的に青少年教育施設の設置数について数値を

残しているのは，東京都教育庁によるものであろ

う。この調査は東京都教育庁が，都内の各自治体

の教育委員会を対象として行っているものであ

り，全ての自治体から回答を得ている悉皆調査と

なっていることが大きな特徴である。したがって，

各自治体の教育委員会が青少年教育施設である

と判断している施設の数が，そのまま記されてい

ると判断できる。この調査の結果は，東京都教育

庁内での担当部署名や報告書のタイトルの変更

を何度か経ながらではあるものの，1962 年度か

ら毎年報告書が発行されており，各種社会教育施

設の設置数や職員数，社会教育関係費の予算額等

のデータが自治体毎にまとめられている20。 
この調査項目に社会教育施設一覧が初めて登

場するのは 1971 年度であるが，当初の項目は「図

書館」と「公民館・社会教育会館・青年館他」と

いう名称であった。このため「青年館」という名

称を用いていない青少年教育施設が含まれるか

どうかは自治体毎に判断が分かれており，実際に

三多摩地区ではすでに設置されているはずの青

年研修所等の施設が記載されていない場合が多

く，青少年教育施設の全数を算出することは難し

くなっている。「青少年施設」という名称で青少

年教育施設が公民館・社会教育会館とは別の項目

として位置づけられ，施設設置数の自治体毎の項

目が加えられるのは 1974 年度の報告書からであ

り，これ以降各自治体における青少年教育施設設

置数を追うことができるようになっている。 
ただし，先述の通り青少年教育施設は個別法に

依る規定のない施設であるため，1974 年以降の

データについても，実際に回答の詳細を見ると

様々な施設が含まれており，その判断基準もまた

一定ではないと考えられる。例えば 1999 年度の

調査で青少年教育施設として回答されている施

設は 49 あるが，その中には青年館や青年の家，

少年自然の家といった代表的な青少年教育施設

だけでなく，様々な名称の施設が含まれており，

児童館等の教育委員会所管ではないと思われる

施設を含めて回答している自治体もある。 
調査でどのような施設が青少年教育施設とし

て回答されているかを検討するために，東京都が

行っている，青少年施設に関する別の調査報告書

である『東京都の遊び場及び青少年施設の概況』

と比較を行う。この調査は東京都生活文化局女性

青少年部によって 1999 年度まで行われていたも

のであり，1974 年度から毎年青少年関係施設の

設置状況を記録している21。また，この調査も東

京都の各自治体を対象とした悉皆調査となって

おり，教育庁による調査と比較，検討するために

適していると考えられる。 
 生活文化局による調査の特徴は，施設の所管に

拘らず，機能で分類を行おうとしている点にあり，

調査を始めた当初から，青少年関係施設を機能毎

に分類し，それぞれの設置数をまとめるという方

法をとっている。その分類は，まず施設を青少年

が直接利用対象となる施設（直接施設）と，一般

住民とともに青少年も利用できる施設（間接施

設）に大別し，直接施設はさらに⑴青年館等（非

宿泊），⑵青年の家等（宿泊），⑶勤労青少年会館

等，⑷児童館等の4項目に，間接施設は⑴図書館，

⑵博物館等，⑶公民館等，⑷社会教育会館，⑸文

化会館等，⑹福祉会館等，⑺市民会館等，⑻スポ

ーツ施設，⑼保養所等，⑽ハイキングコースの 10
項目に分けるというものである。なお，直接施設

の⑴青年館等と⑵青年の家等は宿泊設備の有無

で分類されているが，これは特別区が設置した青

少年教育施設のうち，宿泊設備を備えているもの

は青年館ではなく，世田谷区の青年の家や渋谷区

の新島青少年センターのように別の名称が用い

られていることから，少なくとも東京都において

はある程度定着した区別化であると考えられる。 
 生活文化局による調査の 終年度にあたる

1999 年度は，教育庁による調査でも青少年教育

施設の一覧が載せられているため，この年度の報

告書を用いて二つの調査で扱われている施設を

比較した結果が表 1 である。 
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 この表の中で，太字で表されている施設は，双

方の調査で名前があがっているものである。この

表を見ると，教育庁の調査において「青少年施設」

とされている施設は，そのほとんどが生活文化局

の調査において「青年館」または「青年の家」に

分類されているものであることがわかる。これは

教育庁調査における「青少年施設」が，直接施設

の中でも勤労青少年会館や児童館等を除外した，

教育委員会が所管する狭義の青少年教育施設の

ことを表していることを示すものである。 
 生活文化局調査における「青少年施設」に目を

向けると，「青年館」はほとんどの施設が教育庁

調査と一致しているが，「青年の家」では自治体

毎に判断が異なっていることがわかる。また，青

青年館 青年の家

千代田区 軽井沢少年自然の家
軽井沢少年自然の家、メレー
ズ軽井沢、保田臨海学園

文京区
少年自然の家八ヶ岳高原学
園、柏学園

台東区 台東青年館 台東青年館
軽井沢学園、少年自然の家
霧ヶ峰学園、台東区自然の村
あわ野山荘

墨田区 わんぱく砦、すみだセミナーハウス すみだセミナーハウス

江東区 青少年センター、深川青年館並区民館 深川青年館、青少年センター

目黒区 青少年プラザ（複合・中目黒スクエア） 目黒青少年プラザ

大田区
青年の家、大森西青年施設、矢口青年施
設、平和島ユースセンター

青年の家、大森西区民セン
ター青年施設、矢口区民セン
ター青年施設

平和島ユースセンター

世田谷区 青年の家、池ノ上青少年会館 池ノ上青少年会館 世田谷区青年の家

渋谷区
神宮前青少年の家、初台青年館、代々木青
年館、檜原自然の家、新島青 少年 セン
ター、峰の原青少年山の家

初台青年館、代々木青年館、
神宮前青少年の家

渋谷区新島青少年センター、
峰の原青少年山の家、檜原自
然の家

中野区 中野区立野方青年館、中野区立南部青年館 野方青年館、南部青年館
常葉少年自然の家、軽井沢少
年自然の家

杉並区 児童青少年センター

豊島区 青年館、猪苗代青少年センター 青年館
猪苗代青少年センター（猪苗
代四季の里）

北区 北とぴあヤングコーナー

荒川区 清里高原ロッジ、清里高原少年自然の家
清里高原ロッジ清里高原少年
自然の家

板橋区 少年自然の家八ヶ岳荘、霧ヶ峰高原荘
少年自然の家八ヶ岳荘、霧ヶ
峰高原荘

練馬区
軽井沢少年自然の家、下田少年自然の家、
武石少年自然の家、岩井少年自然の家、春
日町青少年館、南大泉青少年館

春日町青少年館、南大泉青少
年館

武石少年自然の家、岩井少年
自然の家、軽井沢少年自然の
家、下田少年自然の家

足立区 青年センター、こども科学館 青年センター

葛飾区
日光林間学園、あだたら高原
学園

八王子市 八王子市姫木平少年自然の家 姫木平少年自然の家

立川市
青少年団体八ヶ岳自然の家
（八ヶ岳山荘）

武蔵野市 市立自然の村

青梅市
釜の淵市民館（婦人青少年研
修センター）

調布市 調布市八ヶ岳少年自然の家 八ヶ岳少年自然の家

町田市
大地沢青少年センター、町田市青少年施設
「ひなた村」

青少年施設ひなた村、町田市
子どもセンターばあん

大地沢青少年センター

小金井市 小金井市立清里少年自然の家
清里少年自然の家（清里山
荘）

東村山市 白州山の家

田無市 菅平少年自然の家

多摩市 多摩市立八ヶ岳少年自然の家 多摩市八ヶ岳少年自然の家

稲城市
稲城市立第一児童館、稲城市立第二児童
館、稲城市立第三児童館、稲城市立第四児
童館、稲城市立城山児童館

羽村市 羽村市自然休暇村八ヶ岳少年自然の家
羽村市自然休暇村八ヶ岳少年
自然の家

小笠原村 青少年研修宿泊センター

東京都教育庁調査「青少年施設」
東京都生活文化局調査「青少年施設」

区市町村名

 
表 1: 教育庁調査と生活文化局調査における「青少年施設」の比較（1999 年度） 
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年館であげられた施設のうち教育庁の調査と一

致していないものについては，杉並区の児童青少

年センターと北区の北とぴあ，町田市の子どもセ

ンターばあんは教育委員会が所管する施設では

ないため，教育委員会が所管する施設で教育庁の

調査と一致していない項目は，青梅市の釜の淵市

民館のみとなる。釜の淵市民館にしても青少年の

みを対象とする施設ではなく，あくまで婦人青少

年研修センターとしても用いるという位置づけ

になっている。 
 これらから，教育庁調査における「青少年施設」

の範囲は，青少年を主たる対象とした教育委員会

が所管する施設のうち，特に宿泊設備を持たない

ものを指している。また，宿泊設備を持つものを

加えるかどうかは自治体毎に判断が分かれてい

ることも見てとることができる。 

4 青少年教育施設設置状況の推移 

4.1 青年館等の設置状況 

 先述の通り，東京都教育庁による調査に，青少

年教育施設設置数の項目が加えられるのは 1974
年度からのことである。しかし，東京都が青年館

構想を発表したのは 1959 年，青年館の建設が始

まったのは 1961 年のことであり，1974 年以前か

ら青少年教育施設の設置に関して大きな動きが

あったことがわかる。そこで，まず青年館を中心

とし，1970 年代前半までの青少年教育施設の設

置がどのように進められたのかを素描する。 
 1970 年代前半までの青年館設置の動向につい

ては，杉並区の社会教育主事であった西岡がまと

めた資料が残っている22。表 2 はこれを基に作成

した，青年館設置に関する動向についての表であ

る。太字で示されているのは，廃館又は施設の名

称変更等で青少年教育施設の枠組みから外れた

ことを示す項目であるが，これを見ると 1960 年

代のうちに青年館の社会教育会館への転用が始

まっていたことがわかる。中でも新宿区や品川区

では，それぞれ 1969 年と 1972 年に青年館を転

用してからは，東京都教育庁の調査結果では，今

日に至るまで青少年教育施設の設置数は0のまま

となっている。青年館をどのように運用するかは

設置主体である特別区毎に方針が異なっており，

その実態も一様ではないことがうかがえる。 
 西岡による青年館設置動向のまとめを見れば，

1974年度の時点で東京都には32の青少年教育施

設が設置されていたことになるが，教育庁の調査

では1974年度には37の施設が設置されていたこ

とになっている。この数値の違いについて，自治

体別に詳細を見たものが表 3 であり，色がついて

いる自治体は西岡による資料と教育庁の調査で

数値が一致しなかったところである。 

年度 青年館設置動向
1959 東京都教育委員会が青年館構想を発表
1960 東京都は特別区に対する青年館建設補助事業を開始

1961

中野区青年館開館
大田区雪谷青年館開館
江東区亀戸青年館開館
葛飾区青年館開館
江戸川区青年館開館
渋谷区初台青年館開館
台東区台東青年館開館

1962

墨田区青年館開館
目黒区青年館開館
杉並区高井戸青年館開館
北区青年館開館
足立区青年館開館

1963

世田谷区青年の家開館
中央区青年館開館
板橋区青年館開館
新宿区赤城青年館開館
新宿区三栄町青年館開館
荒川区日暮里青年館開館

1964
三鷹市青年の家開館
大田区働く青年の家開館
練馬区南大泉青年館開館

1965
豊島区青年館開館
品川区青年館開館

1966 文京区青年館開館

1967
北区王子青年館開館
杉並区井草青年館開館

1968 港区青年館開館

1969

新宿区赤城三栄町青年館「社会教育会館」と名称変更
中野区野方青年館開館
練馬区春日町青少年館開館
練馬区南大泉青年館「春日町青少年館南大泉分館」と名
称変更

1970

渋谷区新島青少年センター開館
江戸川区青年館「区民センター青年館」と名称変更
杉並区高円寺青年館開館
渋谷区代々木青年館開館

1971 江東区深川青年館開館

1972
品川区青年館「五反田文化センター」と名称変更
荒川区尾久青年館開館
中野区青年館廃館

1973
町田市ひなた村開村（都立町田青年の家を移館）
小金井市青少年センター開所
板橋区青年館「社会教育会館」開館にともない廃館

1974 大田区六郷青年館開館  
表 2: 1970 年代前半までの青年館設置動向 
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れているかは不明だが，東京都都民生活局による

調査の報告書『青少年施設対策関係資料』の昭和

53 年度（1978 年度）版に，王子青年館の他に滝

野川青年館の記載があり，設置年が昭和 37 年

（1962 年）とされていることから，名称を変え

ながらではあるが，少なくとも 1978 年までは北

区に青年館が 2 館あったと考えられる。この他，

豊島区についても，青少年教育施設の設置数は合

っているものの，その内実が「猪苗代青少年セン

ター」とされており，この時点で既に設置されて

いたはずの青年館が数に含められていないが，

1951 年度の調査報告書から「青年館，猪苗代青

少年センター」という表記で 2 館になっているこ

とから，この時は何らかの理由で書き漏らしてい

る可能性が高い。 
また，特別区以外に目を向けると，教育庁調査

であげられているものの，西岡の資料で言及され

ていない施設の中には，自治体の敷地外に設置さ

れた，宿泊設備を備えたものも多い。具体的には

八王子市の白樺青少年の家や田無市の少年自然

の家等がそれにあたるが，こうした施設は自治体

の中に設置し，青少年の日常的な利用に用いるも

のとされた青年館の理念と異なるため，西岡が

「青年館」として認識をしていなかった可能性が

高いと考えられる。 
また西岡の資料ではあくまでも開設や廃止と

いった，施設の設置状況に関わる動向があった場

合にのみ記載があるが，神津島村の青年研修所は

特別区で青年館設置の動きが始まる 1961 年より

も早い，1959 年に設置されたものであり，青年

館関係施設として位置づけられなかったことも

考えられる。東京都都民生活局による調査の報告

書『青少年施設対策関係資料』の昭和 53 年度

（1978 年度）版には，神津島村の他にも青年研

修所を 1958 年に設置した武蔵村山市，1960 年に

設置した瑞穂町についての記述があり，東京都の

青年館構想が具体的に動き出すよりも前に，特別

区以外では青年研修所の名称で青少年を対象と

した施設が設けられていたことが示唆されてい

る。これらは特別区以外の自治体では，青年館設

置の動向とは別に青年層を対象とした施設が位

置づけられ，各自治体の判断で設置されていたこ

とによる影響だと考えられ，「青年館」という枠

組みだけでは捉えきれない，様々な形式の青少年

教育施設が，1960 年頃から東京には複数設置さ

れていたことを示している。 
これらを踏まえると，一部の特別区における施

設数に疑問は残るものの，西岡の資料は青年館に

関しては，東京都教育庁の調査が始まる前の動向

をほぼ正確に表していると考えられる。一方で特

別区以外の自治体については，青年館設置以前か

ら独自の判断で設置されていた青年研修所をは

じめ，青年館という枠組みでは捉えきれない施設

が多数あったことが示唆されており，それらにつ

いては今後さらに検討を行う必要があると言え

る。 

4.2 東京都教育庁調査における施設設置数 

 先述の通り，東京都教育庁によって行われてい

る調査は，都内の各自治体を対象とし，1962 年

度から毎年行われているものであり， も継続的

に社会教育施設としての青少年教育施設設置数

の数値を残している調査である。ここでは社会教

育施設の設置数が自治体毎にまとめられるよう

になった 1974 年度以降のデータを基に，青少年

教育施設の設置数を取りまとめる。 
 図 1 は特別区部，市部，町村部，島しょ部毎に

まとめ，青少年教育施設の設置状況を示したグラ

フである。なお羽村町は 1992 年度のデータから

羽村市に，五日市町は 1996 年度のデータから秋

西岡資料
設置数 設置数 備考欄の記載

中央区 1 1 青年館
港区 1 1 青年館
文京区 1 1 青年館
台東区 1 1 青年館
墨田区 1 1 青年館
江東区 2 2 青年館
目黒区 1 1 青年館
大田区 3 5 青年館2、働く青年の家他
世田谷区 1 1 青年の家
渋谷区 3 3 青年館
中野区 1 1 青年館
杉並区 3 3 青年館
豊島区 1 1 猪苗代青少年センター
北区 2 1 青年館
荒川区 2 2 青年館
練馬区 2 2
足立区 1 1 青年館
葛飾区 1 1 青年館
江戸川区 1 1 青年館
八王子市 1 白樺青少年の家
三鷹市 1
昭島市 1 檜原荘
町田市 1 1 日向村
小金井市 1 1 青少年センター
東村山市 1 青年教室
田無市 1 少年自然の家
神津島村 1 青年研修所

教育庁調査
区市町村名

表 3: 1974 年度青年館等設置数の比較 
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川市と合併してあきる野市になっているが，これ

らはそれぞれ町の間は町村部に，市になってから

は市部に算入している。ただし，五日市町は青少

年教育施設を持ったことがないため数値には影

響がない。羽村市は 1989 年度から青少年教育施

設を 1 館持っており，この数値は 1992 年度から

市部の数値に加えられている。また，2007 年度

については報告書が発刊されておらず，数値の確

認ができていない。 
 この図を見ると特別区部，市部において 1980
年代半ばまで，青少年教育施設設置数は増加傾向

が見られていたことがわかる。ただし，特別区部

は東京都の青年館構想の影響もあってか，1970
年代半ばには既に一定の施設数が確認できるが，

市部では 1980 年頃になってから急激に設置数が

増加している。その後一度減少に転じるが，再度

1990 年代前半に増加し，それ以後は緩やかに減

少し続けている。一方で町村部と島しょ部につい

ては，基本的に青少年教育施設は設置されていな

い。町村部で唯一設置していたのは羽村町であり，

それも 1992 年度に羽村市になり，市部に算入さ

れるようになってからは，町村部の青少年教育施

設設置数は 0 のままとなっている。また，島しょ

部では 1988 年度までは神津島村の青年研修所の

みとなっており，1989 年度に神津島村の青少年

教育施設設置数が0となるのと入れ替わるように，

小笠原村の青少年研修宿泊センターが設置され

ている。 

 こうした結果から，東京都における青少年教育

施設の設置は，町村部や島しょ部では一部の例外

を除いてほとんど為されておらず，基本的には特

別区部と市部において進められていたことがわ

かる。また，1994 年度を境に特別区部・市部の

双方で緩やかな減少傾向を見せるようになって

いることから，1994 年度までに特別区部・市部

の主だった青少年教育施設の設置は終わってい

ると考えられる。そのため，特別区部・市部にお

ける，1994 年度までの青少年教育施設設置数を

自治体別に表したものが表 4 である。 
表 4 を見ると，1970 年代から 1980 年代前半に

かけての特別区部における青少年教育施設の急

増は，主に大田区と渋谷区によるものであること

がわかる。両区の青少年教育施設の内実を確認す

ると，1974 年度は大田区では「青年館 2、働く青

年の家他」で 5 館，渋谷区では「青年館」で 3 館

となっているのに対し，1980 年度の大田区では

「青年館 5，働く青年施設 3」で 8 館，渋谷区で

は「青年館 2，青少年センター1，青少年の家 5」
で 8 館となっている。両区ともその後一度施設数

を減らし，1980 年代後半の施設数減少の要因に

もなっているが，1990 年代半ばまで他の区より

高い施設数を維持し続けている。また，急激な増

加はしていないものの，一貫して増加傾向を維持

し続けている自治体としては練馬区や墨田区等

があり，1990 年代半ばに再度施設数が増加に転

じるのは練馬区をはじめとして墨田区や足立区

 
図 1: 青少年教育施設の設置動向 
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等で少しずつ施設数が増加しているためである。 
一方で市部では，1980 年代前半の急増の原因

は稲城市であることがわかる。しかし，初めて稲

城市が青少年教育施設の報告を行った 1980 年度

の調査結果を見ると，内訳は「児童館 2，児童セ

ンター」で 3 館とされており，その後青少年教育

施設設置数が増加してからも内実は児童館等と

され，児童館や学童クラブが青少年教育施設とし

て報告されるという，他の自治体とは異なる傾向

が見られている23。稲城市以外では青少年教育施

設設置数に大きな変化がある市は無く，八王子市

が 1990 年代になって 3 館体制になった他は各市

とも 2 館以下となっている。また，市毎の方針の

違いも見てとることができ，町田市・田無市・小

金井市といった市が一度設置した青少年教育施

設を維持し続けたのに対し，一度も青少年教育施

設を設置することなく 1990 年代半ばまで至る市

も多く存在している。 
 これらから，青少年教育施設設置数の動向は，

特別区部では大田区や渋谷区を例外としつつ，全

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
千代田区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
中央区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
港区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
新宿区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文京区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
台東区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
墨田区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
江東区 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
品川区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
目黒区 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
大田区 5 5 4 6 6 7 8 9 9 10 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4
世田谷区 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
渋谷区 3 3 3 4 3 7 8 5 5 5 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6
中野区 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
杉並区 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
豊島区 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
北区 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0
荒川区 2 2 2 2 2 2 0 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
板橋区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
練馬区 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 5 5 6
足立区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
葛飾区 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江戸川区 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別区部計 30 28 31 34 33 38 40 39 38 41 41 43 38 39 37 34 34 33 32 34 37
八王子市 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3
立川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
三鷹市 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
青梅市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
府中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昭島市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調布市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
町田市 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
小金井市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
小平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東村山市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国分寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国立市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田無市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
保谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福生市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狛江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東大和市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清瀬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東久留米市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵村山市 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
多摩市 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
稲城市 0 0 0 0 0 0 3 7 7 8 8 4 8 8 8 4 4 4 4 5 5
秋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羽村市 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1
市部計 6 8 6 6 6 7 10 15 15 17 17 14 17 17 17 14 14 12 15 16 17

年度
自治体名

 
表 4: 青少年教育施設設置数（1974～1994 年度） 
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体的にはあまり急激な変化のないまま，1990 年

頃までは緩やかに増加し，それ以後は減少してい

ったことがうかがえる。市部では青少年教育施設

を全く設置しない自治体が過半数を占める状況

の中，一部の市は 1 館ないし 2 館程度施設を設置

していた。例外となるのが稲城市であり，児童館

や学童クラブを青少年教育施設と位置付け，1980
年代前半に急激に設置数を増加させている。 

4.3 青少年教育施設の廃止 

 新宿区や品川区の事例から，青少年教育施設が

社会教育会館等に転用される場合があったこと

は既に言及している。また，東京都では 1960 年

頃まで公民館などの社会教育施設の設置が進ま

ず，青年館構想によってはじめて社会教育施設設

置に関わる大きな動きができてきたという経緯

がある。このことから，青少年教育施設設置数が

減る際に，どういった経緯があったのか，廃止な

のか転用なのかが大きな意味を持っていること

が示されている。青少年教育施設の設置数が減少

した際に，それが廃止なのか転用なのか等，詳細

な経緯は東京都教育庁の調査からは見えてこな

い場合が多いが，各種資料で補足をしつつ，設置

数減少の実態を把握することを試みた。 
 まず，西岡の資料によれば，1969 年に新宿区

が青年館 2 館を社会教育会館に，1972 年に品川

区が青年館を文化センターにそれぞれ名称を変

更し，一般区民も利用することが可能な施設に位

置づけ直している。また，中野区青年館と板橋区

青年館は，それぞれ転用ではなく廃館とされてい

る24。その後の東京都教育庁の調査との整合性を

考えても，1974 年より前に転用ないし廃館とな

ったのは，この 5 館と考えて良いだろう。 
 1974 年度以降で青少年教育施設設置数が減少

した特別区としては，1979 年度に 0 になった葛

飾区と，1981 年度に 0 になった江戸川区があげ

られるが，このうち江戸川区については 1979 年

度の段階で青年館が区民センターに執行委任さ

れたことが記録に残されており，青少年教育施設

設置数が減少した際に青年館が区民センターに

統合された可能性は高いと思われる。 
 1980 年代に入ると，1982 年に目黒区，1984
年に荒川区，1985 年に大田区で青年館の記載が

消えるが，このうち も経緯がはっきりと残って

いるのは荒川区の事例であろう。荒川区では

1984 年度に青年館が社会教育会館に転用される

こととなるが，これに関しては 1977 年頃から転

用に向けた動きがあり，1982 年には『昭和 57 年

度荒川区行政計画』の中で青年館の多目的利用・

有効利用に言及されていたことが大きく影響し

たという指摘もある25。また，大田区では 1986
年に，それまで 10 館あった青少年教育施設が 1
年で 4 館へと激減しているが，施設の内実を見る

と 1984 年は「青年館 7，青年の家 1，青年施設 2」
となっていたものが，1985 年の段階で「文化セ

ンター7，働く青年施設 3」となっている。この

翌年に設置数の激減が起こっているわけだが，こ

の記述からは 1985 年の時点で青年館が文化セン

ターに転用されていたことがうかがえる。 
これ以降も青少年教育施設設置数の減少は多

くの自治体で見られ，その傾向は 1990 年代半ば

以降加速していくこととなる。しかし，1987 年

度以降の東京都教育庁による調査報告書の，社会

教育施設設置数の一覧からは，青少年教育施設の

詳細に関する記述欄がなくなっており，動向をつ

かむことが難しくなってしまっている。 
しかし，現状でわかっている範囲でも，新宿

区・品川区・荒川区では青少年教育施設として設

置された施設が，その後転用されたことが確認さ

れており，江戸川区や大田区においても，他の施

設へと転用されたのではないかと考えられる。こ

うした傾向を踏まえると，特に特別区において，

青少年教育施設が社会教育施設設置の観点から

大きな役割を果たしたことが，改めて示唆される

結果が出ていると言える。 

5 おわりに 

 本論文では，主に東京都教育庁によって実施さ

れた調査の報告書を基に，東京都における青少年

教育施設の設置状況がどのように推移してきたの

かについて検討してきた。その中で，これまであ

まり注目されてこなかった，1970 年代半ば以降の

青少年教育施設の設置状況について，大まかな動

向が見えてきたと言える。 
東京の青少年教育施設，とりわけ青年館は，東

京都が各特別区に設置を推奨することで設置が促

進されてきたものであった。しかし設置時に明確

なビジョンのないまま施設整備に踏み切っていた

ことも示唆されており，実際に各区で設置数に大

きな違いが見られることからも，青少年教育施設

の位置づけ方が区によって異なっていたことが示
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されている。また，東京都が助成金の対象とした

のは特別区のみであったこと等から，特別区部と

それ以外の地域では青少年教育施設が設置される

過程も全く異なっていたことがわかっている。一

方で施設数が減少する際には，その施設を廃止す

る場合だけでなく，年齢を限定しない他の施設に

転用することも多いことが確認されている。こう

した施設を取り巻く環境の違いは，各自治体にお

ける青少年教育施設に関する様々な取り組みの前

提となるものであり，個々の事例を読み解く際に

は施設設置数の動向や，設置の意図について検討

する必要があることが改めて示される結果となっ

ている。そうした検討の基盤となる，青少年教育

施設設置状況の概要を示したことは，本論文の大

きな成果である。 
一方で，実際には青少年教育施設の設置数の変

化は，一部の例外を除き緩やかに生じていたこと

もわかっている。そうした全体的な傾向の中で，

青少年教育施設の設置数について自治体毎の動向

についても素描することを通し，特徴的な動きを

見せていた自治体がどこかということが明確に示

されたことも本論文の成果であるといえる。これ

によって，各自治体に残されている個々の事例の

記録が，東京都内の青少年教育施設設置数の全体

的な動向に照らし合わせて，どのように位置づけ

られるものであるかを検討することができるよう

になったと考えられる。 
 しかし，東京都教育庁が実施した調査の報告書

を用いたことで，検討が不十分となった部分も何

点か残されている。1 点目として，特別区等の基

礎自治体が主体となって設置が進められた，青年

館をはじめとする施設についてはおよその動向が

素描できたと考えるが，一方で東京都が主体とな

って進められた，宿泊設備を備えた青年の家の動

向についてはあまり触れられていない。しかし，

本来東京都の方針としては，この両者がそろって

青年期教育の施設を拡充することが見越されてい

たはずで，その意味では極めて不十分なものとな

っている。 
2 点目として，青年館とは異なる枠組みからの

青少年教育施設の位置づけは不十分である。典型

的な事例としては，青年館構想以前から設置され

ていた青年研修所等があげられるが，これに限ら

ず全体的に青年館構想とは違う文脈で設置されて

いる青少年教育施設，具体的には主に市部での青

少年教育施設の位置づけや，宿泊設備を備えた青

少年教育施設に関する検討は不十分であるといえ

る。 
3 点目として，青少年教育施設設置に関する数

値上の変動は示すことができたが，それが何によ

って引き起こされた現象であるか，どういった影

響があったのかについては，今後さらなる検証が

必要である。例えば 1990 年代前半に，全体的な

傾向として青少年教育施設設置数が緩やかな減少

に転じたことについて，バブル崩壊が大きく影響

しているのではないかとも考えられるが，それは

今回主な対象とした東京都教育庁による調査報告

書に記載されている，青少年教育施設設置数の数

値からは読み取ることはできない。当時の社会の

変動等も踏まえながら，一つ一つの数値が表す意

味については，さらに検討していく余地があるだ

ろう。 
 青少年教育施設は，その用語の不明瞭さもあっ

て，東京都内においても自治体ごとに位置づけ方

が異なり，厳密にその範囲を定めることが難しい

施設となっている。しかし，都市空間の中でも青

年が日常的に集い活動できるようにという意図で

設けられた青年館構想を見るに，東京という都市

空間で生きる個々人がどのように他者の存在を自

身の生活の中に位置づけていたか，言い換えれば

社会との関係を構築していたかが，青少年教育施

設のあり方を通して問われていたのだと思われる

のである。実際には当時施設を利用していた青年

たちの動向や，施設をめぐる言説等の検討を経な

ければ，個人と社会との関係のあり方という大き

なテーマに迫ることはできないのだが，本論文で

はその前段として，これまで明らかにされてこな

かった青少年教育施設の設置状況を概括するに留

まっている。個々の事例を基にした，青年自身の

動向についての，更なる検討が待たれるところで

ある。 
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The purpose of this study is to examine the transition of the number of youth educational facilities in the 

municipalities of Tokyo by using the result of a survey which was implemented by Tokyo Metropolitan Office of 
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